
上郡町イノベーション拠点開発支援事業補助金交付要綱 

 

令和３年８月 18 日 

告示第　66　号 

改正　令和４年３月 31 日告示第　35　号 

改正　令和６年 10 月 10 日告示第　94　号 

改正　令和７年３月 31 日告示第　39　号 

（目的） 

第１条　この要綱は、産業振興及び地域の活性化を図るため、兵庫県内で革新

的なアイデアと高度 IT 技術やその他の高度技術（ライフサイエンス、フード

テック、バイオテクノロジー等）を活用して社会課題の解決を図り、今後成

長が見込まれる事業所（以下「IT 等事業所」という。）を開設する者に対し、

予算の範囲内でイノベーション拠点開発支援事業補助金（以下「補助金」と

いう。）を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条　補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者と

する。 

⑴　兵庫県が実施するひょうごイノベーション拠点開発支援事業補助金（以

下「県事業補助金」という。）の事業計画認定を受けた者 

⑵　３年以上継続して事業を行うことができる者 

⑶　市区町村税を完納している者 

（補助金の額） 

第３条　補助金の額は、別表補助対象経費欄に掲げる区分ごとに、同表補助率

欄に掲げる率を乗じて得た額（その額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てる。）とし、同表補助限度額欄に掲げる額を上限とする。 

（交付申請） 

第４条　補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、

補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し

なければならない。 

⑴　県事業補助金交付申請書及びその添付書類の写し 

⑵　市区町村税の納税証明書（完納証明書） 

（交付決定等） 

第５条　町長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査

し、補助金の交付を決定（以下「交付決定」という。）したときは、補助金交

付決定通知書（様式第２号）により、交付申請者に通知するものとする。 



（交付決定額の変更） 

第６条　前条の規定による交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、交付決定後に交付決定額の変更をしようとするときは、次条に規定する

実績報告をもって、これを行うものとする。 

（実績報告） 

第７条　交付決定者は、事業が完了したときは、補助事業実績報告書（様式第

３号）に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。 

⑴　県事業補助金交付決定通知書の写し 

⑵　県事業補助金実績報告書及びその添付書類の写し 

（補助金額の確定） 

第８条　町長は前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審

査し、補助金額を確定し、補助金額確定通知書（様式第４号）により、交付

決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第９条　前条の規定による補助金額の確定を受けた者が補助金の交付を受けよ

うとするときは、補助金請求書（様式第５号）を町長に提出しなければなら

ない。 

（交付決定の取消し等） 

第 10 条　町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴　偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵　県事業補助金交付決定が取り消されたとき。 

⑶　事業開始の日から起算して３年未満で事業を廃業し、又は休業し、若し

くは他の用途に使用したとき。 

⑷　この告示の規定に違反したとき。 

２　町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、補助金交付決定

取消通知書（様式第６号）により、交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第 11 条　町長は前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

て、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助

金返還命令書（様式第７号）により、期限を定めて、その返還を命ずるもの

とする。 

（事業開始後の状況報告） 

第 12 条　交付決定者は、事業開始の日から３年の間に町長から事業成果及び

対象事業所の活用状況等についての報告を求められた場合は、これに応じな



ければならない。 

（その他） 

第 13 条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるとと

もに、県事業補助金募集要項に基づくものとする。 

附　則 

この告示は、令和３年９月１日から施行する。 

附　則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附　則 

この告示は、令和６年 10 月 10 日から施行する。 

附　則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 



別表（第３条関係） 

 区分 補助対象経費 補助率 補助限度額

 賃借料

補助

事業所の賃借料及び施設使用料

（既設設備等で建物と不可分なも

の（サーバ用ラック、電気関係設

備等）の賃借料及び施設使用料を

含む。ただし、事業所スペースと

生活スペースが一つの建物に混在

するときは、専ら生活の用に供す

る部分は補助対象外とする。）

1/4 2.5 万円/月、30 万円/

年の範囲内で賃借料補

助、通信回線使用料補

助及び人件費補助のう

ち、最も早い利用月を

起点とし、利用開始か

ら 36か月までの間のも

のとする。

 通信回

線使用

料補助

通信回線使用料（インターネット

接続費のほか、専用回線、プロバ

イダー、レンタルサーバ、ドメイ

ン使用料、ライセンス料等通信回

線を利用して事業を行うために必

要な一連の経費を含む。）

1/4 30 万円/年の範囲内で

賃借料補助、通信回線

使用料補助及び人件費

補助のうち、最も早い

利用月を起点とし、利

用開始から 36か月まで

の間のものとする。

 人件費

補助

新たに開設する事業所（個人事業

主を除く。）において、高度 IT 技

術等を必要とする業務に従事する

高度 IT 技術者等にかかる人件費

（ただし、次の者に係るものを対

象とする。） 

　⑴　(独法)情報処理推進機構が

実施する情報処理技術者試験

のうち高度試験の合格者 

　⑵　民間企業における⑴と同等

の資格を有する者 

　⑶　⑴と同等以上の技術（開発

実績）を有する者 

　⑷　その他高度な知識を活用し

て社会課題の解決に向けた経

営戦略の策定・提案・推進を

可能とする者であり、かつ高

定額 １人につき 100万円/年

で賃借料補助、通信回

線使用料補助及び人件

費補助のうち、最も早

い利用月を起点とし、

利用開始から 36か月ま

での間のものとする。



 

 

 度技術を活用して新たな事業

展開を見据えた実践能力を備

える者。

 建物改

修費補

助

事業所に必要となる建物改修費

（設備等で建物と不可分なもの

（サーバ用ラック、電気関係設備

等）、トイレ、シャワー、洗面等の

事業活動に付帯して必要な設備を

含む。）ただし、事業所スペースと

生活スペースが一つの建物に混在

するときは、専ら生活の用に供す

る部分は補助対象外とする。

1/4 50 万円とし、事業所開

設時１回限りとする。

ただし、次の要件を全

て満たす空き家等を活

用する場合は、その限

度額を 100万円とする。 

　⑴　空き家等の期間

が６か月以上であ

ること。 

　⑵　築 20年以上であ

ること。 

　⑶　台所、トイレ等

の水回り設備のい

ずれかが 10年以上

更 新 さ れ て お ら

ず、機能回復が必

要であること。

 事務機

器取得

費補助

事務機器取得費（OA 機器、デスク、

椅子、キャビネット等）

1/4 25 万円とし、事業所開

設時１回限りとする。



様式第１号（第４条関係） 

年　　月　　日 

 

上郡町長　　　　　　　　　あて 

 

（申請者）所 在 地　　　　　　　　　　 

事 業 所 名　　　　　　　　　　 

代表者氏名　　　　　　　　　　 

電 話 番 号　　　　　　　　　　 

 

補助金交付申請書 

 

イノベーション拠点開発支援事業補助金の交付を受けたいので、上郡町イノ

ベーション拠点開発支援事業補助金交付要綱第４条の規定により、関係書類を

添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１　交付申請額  金    円 

 

 （内訳）賃借料補助     円 

 　　　　通信回線使用料補助   円 

 　　　　人件費補助     円 

 　　　　建物改修費補助    円 

 　　　　事務機器取得費補助   円 

 

２　開設する事業所 

　⑴　事 業 所 名       

　⑵　所 在 地       

　⑶　開 業 日（予定）      

 

３　添付書類 

　□　ひょうごイノベーション拠点開設支援事業補助金交付申請書及び添付書類の写し 

　□　市区町村税の納税証明書（完納証明書） 

 



様式第２号（第５条関係） 

第 号 

年 月 日 

 

   様 

上郡町長　　　　　　　　 

 

補助金交付決定通知書 

 

　　　年　　月　　日付けで申請のあったイノベーション拠点開発支援事業

補助金については、下記のとおり交付することに決定したので、上郡町イノベ

ーション拠点開発支援事業補助金交付要綱第５条の規定により通知します。 

 

記 

 

１　交付決定額  金    円 

 

 （内訳）賃借料補助     円 

 　　　　通信回線使用料補助   円 

 　　　　人件費補助     円 

 　　　　建物改修費補助    円 

 　　　　事務機器取得費補助   円 

 

２　補助金の交付条件 

　⑴　交付決定者は、上郡町イノベーション拠点開発支援事業補助金交付要綱

の規定に従わなければならない。 

　⑵　虚偽の申請など、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたこ

とが発覚したときは、交付決定者に対し、既に交付した補助金の返還を求

めることがあります。 

 



様式第３号（第７条関係） 

年　　月　　日 

 

上郡町長　　　　　　　　　あて 

 

（申請者）所 在 地　　　　　　　　　　 

事 業 所 名　　　　　　　　　　 

代表者氏名　　　　　　　　　　 

電 話 番 号　　　　　　　　　　 

 

補助金実績報告書 

 

　　　年　　月　　日付けで申請のあったイノベーション拠点開発支援事業

補助金については、下記のとおり実施したので、上郡町イノベーション拠点開

発支援事業補助金交付要綱第７条の規定により、その実績を報告します。 

 

記 

 

１　実績報告額  金    円 

 

 （内訳）賃借料補助     円 

 　　　　通信回線使用料補助   円 

 　　　　人件費補助     円 

 　　　　建物改修費補助    円 

 　　　　事務機器取得費補助   円 

 

２　事業の実施期間 事業着手年月日 　　　年　　月　　日 

   事業完了年月日 　　　年　　月　　日 

 

３　事業所の開業日    　　　年　　月　　日 

 

４　添付書類 

　□　ひょうごイノベーション拠点開設支援事業補助金交付決定書の写し 

　□　ひょうごイノベーション拠点開発支援事業補助金実績報告書及び添付書類の写し 

 



様式第４号（第８条関係） 

第 号 

年 月 日 

 

   様 

上郡町長　　　　　　　　 

 

補助金交付確定通知書 

 

　　　年　　月　　日付けで申請のあったイノベーション拠点開発支援事業

補助金については、下記のとおり交付することを確定したので、上郡町イノベ

ーション拠点開発支援事業補助金交付要綱第８条の規定により通知します。 

 

記 

 

　交付確定額   金    円 

 

 （内訳）賃借料補助     円 

 　　　　通信回線使用料補助   円 

 　　　　人件費補助     円 

 　　　　建物改修費補助    円 

 　　　　事務機器取得費補助   円 

 



様式第５号（第９条関係） 

 

補助金交付申請書 

 

年　　月　　日 

 

上郡町長　　　　　　　　　あて 

 

（申請者）所 在 地　　　　　　　　　　 

事 業 所 名　　　　　　　　　　 

代表者氏名　　　　　　　　　　 

電 話 番 号　　　　　　　　　　 

 

　　　年　　月　　日付け　第　　号により交付確定を受けたイノベーショ

ン拠点開発支援事業補助金について、上郡町イノベーション拠点開発支援事業

補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１　請求金額   金    円 

 

２　振込先指定口座 

 

 
金融機関名

 
支店・支所名

 
（ふりがな） 

口座名義人
 

 
口座番号

 
口座種別 普通　　・　　当座



様式第６号（第 10 条関係） 

 

第 号 

年 月 日 

 

   様 

上郡町長　　　　　　　　 

 

補助金交付決定取消通知書 

 

　　　年　　月　　日付け　第　　号により交付決定したイノベーション拠

点開発支援事業補助金については、下記のとおり交付決定を取り消したので、

上郡町イノベーション拠点開発支援事業補助金交付要綱第 10 条の規定により

通知します。 

 

記 

 

１　交付決定取消事業所 

　⑴　事 業 所 名 

　⑵　所 在 地 赤穂郡上郡町 

 

２　取 消 区 分 全部　・　一部 

 

３　交付確定額  金    円 

 （内訳）賃借料補助     円 

 　　　　通信回線使用料補助   円 

 　　　　人件費補助     円 

 　　　　建物改修費補助    円 

 　　　　事務機器取得費補助   円 

 

４　今回取消額 

 

５　更生決定額 

 

６　取消理由 



様式第７号（第 11 条関係） 

 

第 号 

年 月 日 

 

   様 

上郡町長　　　　　　　　 

 

補助金返還命令書 

　　　年　　月　　日付け　第　　号で交付決定を取り消した補助金につい

て、上郡町イノベーション拠点開発支援事業補助金交付要綱第 11 条の規定に

より、下記のとおり返還を命じます。 

 

記 

 

返還金等 

 
返還を命じる補助金の額 円　　

 
返　還　期　限 年　　月　　日　　


